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　70 歳未満の方の自己負担限度額 ( 月額 )
所得区分 入院＋外来 ( 世帯合算 )　　年 3 回目まで 年 4 回目以降※３

上位所得者　　※１ 150,000 円＋ ( 医療費の総額－ 500,000 円 ) ×１% 83,400 円

一　　般 80,100 円＋ ( 医療費の総額－ 267,000 円 ) ×１% 44,400 円

住民税非課税　※２ 35,400 円 24,600 円
※１　同一世帯のすべての国保被保険者の年間基準所得の合計が 600 万円を超える世帯の方。
　　　国保の被保険者で、所得の申告をしていない方がある場合も、上位所得者になります。
※２　同一世帯の世帯主およびすべての国保被保険者が住民税非課税の方。
※３　療養があった月の 1 年以内に、すでに高額療養費が支給されている月が 3 回以上ある場合。

70 歳以上の方（後期高齢者医療制度対象者を除く）の自己負担限度額 ( 月額 )
高齢受給者証の負担割合 外来 ( 個人単位 ) 外来＋入院 ( 世帯単位 )

３割   現役並み所得者 44,400 円 80,100 円＋ ( 医療費の総額－ 267,000 円 ) ×１%
4 回目以降 ※３　44,400 円

1 割　　一  般 12,000 円 44,400 円

1 割　　低所得者Ⅱ ※４ 8,000 円 24,600 円

1 割　　低所得者Ⅰ ※５ 8,000 円 15,000 円

※４　同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方
※５　同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除 ( 年金の
　　　所得は控除額を 80 万円として計算 ) を差し引いたときに 0 円となる方。
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さ
れ
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